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殿
上
一
種
物
」
と
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上
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続
古
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二
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『
続
古
事
談
』
巻
一
・
二
十
二
話
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
一

。 

Ⅰ

殿
上
の
一
種
物
は
、
つ
ね
の
事
な
れ
ど
も
、
久
し
く
絶
た
る
に
、
崇
徳
院

の
す
ゑ
つ
か
た
、
頭
中
将
公
能
朝
臣
は
、
絶
た
る
を
つ
ぎ
、
廃
た
る
を
お
こ

し
て
、
神
無
月
の
つ
ご
も
り
比
に
、
殿
上
の
一
種
物
あ
り
け
り
。
さ
る
べ
き

受
領
な
か
り
け
る
に
や
、
く
ら
づ
か
さ
に
仰
て
、
殿
上
に
物
す
へ
さ
せ
て
、

小
庭
に
う
ち
い
た
を
し
き
て
火
を
お
こ
す
。
人
々
、
酒
肴
を
ぐ
し
て
参
て
殿

上
に
つ
き
ぬ
。 

Ⅱ

頭
中
将
の
一
種
物
は
、
は
ま
ぐ
り
を
籠
に
入
て
、
う
す
や
う
を
た
て
て
、

紅
葉
を
む
す
び
て
か
ざ
し
た
り
。
は
ま
ぐ
り
の
な
か
に
、
た
き
も
の
を
い
れ 

た
り
け
り
。
滝
口
こ
れ
を
と
り
て
、
殿
上
口
に
て
す
ゝ
む
。
主
殿
司
つ
た
へ

と
り
て
、
大
盤
に
を
く
。
頭
中
将
と
り
て
、
人
々
に
く
ば
ら
れ
け
り
。
人
々

と
り
て
、
け
う
じ
あ
へ
り
。
こ
と
人
々
、
多
は
雉
を
い
だ
せ
り
。
主
殿
司
と

り
て
、
た
て
じ
と
み
に
よ
せ
た
つ
。
信
濃
守
親
隆
、
大
鯉
を
い
だ
せ
り
。
包

丁
の
座
に
を
き
て
、
御
厨
子
所
の
頭
久
長
を
召
て
、
と
か
せ
ん
と
す
る
に
、

「
そ
の
事
に
た
へ
ず
」
と
て
き
ら
ず
。
御
鷹
飼
の
府
生
敦
忠
、
鳥
を
か
た
に

か
け
て
ま
い
れ
り
。
小
庭
に
め
し
て
包
丁
せ
さ
す
。 

Ⅲ
一
二
献
、
蔵
人
季
時
・
信
範
す
ゝ
む
。
少
将
資
賢
、「
た
け
の
葉
に
を
く

露
の
色
」
と
い
ふ
今
様
を
う
た
ふ
。
蔵
人
弁
朝
隆
、
三
献
の
か
は
ら
け
と
る
。



又
頭
中
将
の
す
ゝ
め
に
て
朗
詠
を
い
だ
す
。「
佳
辰
令
月
」
の
句
な
り
。
頭

中
将
、
朝
隆
が
ひ
も
を
と
く
。
人
々
、
み
な
か
た
ぬ
ぐ
。
い
ろ
〳
〵
の
衣
を

き
た
り
。
用
意
あ
る
な
る
べ
し
。
頭
中
将
、
朗
詠
、「
雖
二

三
百
盃
一

莫
レ

辞
」

の
句
な
り
。
や
う
〳
〵
酔
に
の
ぞ
み
て
、
資
賢
、「
白
う
す
や
う
」
の
句
を

は
や
す
。
主
殿
司
あ
こ
丸
、
こ
と
に
た
へ
た
る
に
よ
り
て
、
く
つ
ぬ
ぎ
に
め

し
て
つ
け
し
む
。
人
々
乱
舞
の
後
、
み
こ
ゑ
い
だ
し
て
座
を
た
ち
て
、
御
殿

の
ひ
ろ
び
さ
し
に
て
な
だ
い
め
ん
は
て
て
、
宮
の
御
方
に
参
て
、
朗
詠
雑
芸

数
反
の
後
、
ま
か
り
出
け
り
。
殿
上
に
て
、
人
々
、
連
歌
あ
り
け
り
。 

保
延
四
年
（
一
一
三
八
）、
久
し
く
絶
え
て
い
た
「
殿
上
一
種
物
」
を
頭
中
将
藤

原
公
能
が
再
興
し
た
と
き
の
話
で
あ
る
二

。
内
容
は
、Ⅰ
殿
上
一
種
物
の
会
場
準

備
・
設
営
、Ⅱ

参
加
者
に
よ
る
一
種
物
披
露
、Ⅲ

一
種
物
の
余
興
、
の
大
き
く
三

つ
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
場
所
は
宮
中
、
清
涼
殿
に
あ
る
殿
上
の
間
で
あ
る
。

頭
中
将
は
蛤
を
、
あ
る
人
は
雉
を
、
藤
原
親
隆
は
大
鯉
を
、
鷹
飼
の
下
毛
野
敦
忠

は
鳥
を
持
参
す
る
な
ど
、
参
加
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
酒
肴
を
持
ち
寄
っ
て
宴

会
を
開
い
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
今
様
や
朗
詠
、
乱
舞
な
ど
の
芸
能
が

披
露
さ
れ
、
さ
ら
に
は
中
宮
聖
子
の
許
に
参
り
、
朗
詠
や
雑
芸
を
繰
り
返
し
て
殿

上
に
戻
っ
た
と
い
う
。
非
常
に
に
ぎ
や
か
な
宴
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

本
稿
の
目
的
は
、『
続
古
事
談
』
の
「
殿
上
一
種
物
」
再
興
説
話
に
い
か
な
る
時

代
的
背
景
が
あ
る
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
十
世
紀
半

ば
か
ら
十
二
世
紀
初
め
頃
に
お
け
る
古
記
録
を
手
が
か
り
に
、「
一
種
物
」
の
先
例

と
「
殿
上
一
種
物
」
再
興
説
話
を
比
較
す
る
。
第
二
章
で
は
、「
殿
上
一
種
物
」
再

興
説
話
の
な
か
で
もⅢ

余
興
の
内
容
（
芸
能
と
次
第
）
に
注
目
し
、
保
延
年
間
当

時
に
恒
例
行
事
化
し
て
い
た
「
殿
上
淵
酔
」
と
比
較
検
討
す
る
。 

  一
． 

摂
関
期
に
お
け
る
「
一
種
物
」
と
『
続
古
事
談
』
に
お
け

る
「
殿
上
一
種
物
」 

 

ま
ず
は
「
一
種
物
」
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。「
一
種
物
」
と
は
、
た
と

え
ば
『
平
安
時
代
史
事
典
』
が
「
平
安
時
代
、
公
卿
・
殿
上
人
が
お
の
お
の
一
種

類
の
肴
を
持
参
し
て
催
し
た
酒
宴
」
と
端
的
に
説
明
す
る
よ
う
に
三

、
十
世
紀
半
ば

頃
か
ら
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
宴
会
の
こ
と
で
あ
る
。
一
種
物
に
関
す
る
研
究
は
、

服
藤
早
苗
氏
の
「
宴
と
彰
子
―
―
一
種
物
と
地
下
炉
」
が
大
変
詳
し
い
四

。
服
藤
氏

は
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
の
「
一
種
物
」
に
関
す
る
史
料
を
収
集
分
析
す
る

こ
と
で
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
。
服
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
一
種
物
は

本
来
殿
上
（
殿
上
の
間
）
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
貴
族
層
に
広
が
り
、
上



皇
や
摂
関
・
后
の
邸
宅
な
ど
の
私
的
空
間
で
親
睦
を
深
め
る
宴
会
と
し
て
定
着
し

た
と
い
う
。
貴
族
の
邸
宅
に
お
け
る
「
一
種
物
」
は
十
二
世
紀
初
頭
の
記
録
に
も

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
殿
上
．
．
一
種
物
」
の
実
施
を
見

出
せ
る
の
は
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
の
記
録
が
最
後
で
あ
る
。
明
確
な
時
期
は

判
明
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
頃
に
「
殿
上
一
種
物
」
は
廃
れ
、
お
よ
そ
百
年

後
の
保
延
四
年
に
藤
原
公
能
に
よ
っ
て
復
興
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

で
は
、
再
興
時
の
「
殿
上
一
種
物
」
は
前
代
の
そ
れ
を
ど
れ
ほ
ど
反
映
し
て
い

る
の
か
。『
続
古
事
談
』
の
該
当
説
話
は
「
殿
上
一
種
物
」
を
再
興
し
た
と
き
の
こ

と
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
殿
上
」
で
行
わ
れ
た
一
種
物
の
先
例
を
検
討
す
る
。

な
お
、
引
用
文
の
細
字
双
行
は
〈
〉
内
に
記
し
、･･･

は
中
略
を
示
す
こ
と
と
す
る
。 

 

ま
ず
、
①
『
左
経
記
』
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
九
月
三
十
日
条
で
あ
る
五

。 

卅
日
。
乙
丑
。･･･

今
日
於
二

殿
上
一

有
二

宇
佐
使
餞
事
一

。
兼
日
以
二

廻
文
一

告
二

示
一
種
物
可
レ

被
レ

出
之
由
於
人
々
一

。
及
レ

晩
始
レ

事
。〈
内
蔵
寮
儲
二

使
前
物
一

。

令
レ

召
二

殿
上
人
盤
上
一

。
或
人
云
、
使
前
物
蔵
人
頭
用
意
云
々
。
而
依
二

事
急

一

、
昨
日
召
二

仰
内
蔵
寮
一

也
。
或
先
例
仰
二

此
寮
一

云
々
。〉 

殿
上
に
お
い
て
宇
佐
使
派
遣
に
先
立
つ
饗
宴
が
行
わ
れ
た
。
か
ね
て
よ
り
一
種
物

の
実
施
に
関
す
る
廻
文
が
人
々
に
触
れ
回
さ
れ
て
お
り
、
晩
に
な
っ
て
開
か
れ
た
。

準
備
に
際
し
て
は
、
本
来
蔵
人
頭
が
担
当
す
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
急
ぎ
の
こ
と
で

あ
っ
た
た
め
内
蔵
寮
が
膳
を
調
え
た
。
た
だ
し
「
或
先
例
仰
二

此
寮
一

云
々
」
と
あ

る
よ
う
に
、
内
蔵
寮
が
事
に
当
た
る
説
も
あ
る
と
い
う
。 

 

従
来
の
研
究
で
は
①
寛
仁
の
例
が
「
殿
上
一
種
物
」
に
関
す
る
最
後
の
記
録
で

あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
六

、
②
『
春
記
』
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
十
月
二
十
五
日

条
に
も
「
殿
上
一
種
物
」
の
実
施
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
七

。 

廿
五
日
。
丁
未
。
天
晴
。
今
日
餞
二

宇
佐
使
一

日
也
。･･･

先
レ

是
殿
上
居
二

饗

膳
一

。
是
近
江
守
隆
佐
朝
臣
所
レ

儲
也
。
先
日
書
二

廻
文
一

。
可
レ

出
二

一
種
物
一

之
由
、
所
二

催
仰
一

也
。
但
隆
佐
朝
臣
被
レ

宛
レ

飯
也
。
仍
皆
儲
之
例
也
。
他
人

不
二

必
出
一

云
々
。
又
内
蔵
寮
儲
二

使
前
饌
机
二
脚
一

也
。
主
殿
女
舁
レ

也 之
カ

。
立
二

小
台
盤
上
方
一

。
是
又
例
事
也
。
此
間
入
二

秉
燭
一

。
右
頭
中
将
已
下
侍
臣
十

余
輩
参
候
、
著
二

件
饗
一
。
蔵
人
遞
以
勧
盃
。
数
巡
之
後
聊
有
二

朗
詠
雑
芸
等
一

。

是
又
例
事
也
。
及
二

亥
時
一

各
々
分
散
。･･･ 

こ
の
と
き
も
あ
ら
か
じ
め
廻
文
が
触
れ
回
さ
れ
、
宇
佐
使
派
遣
に
先
立
っ
て
「
殿

上
一
種
物
」
が
行
わ
れ
た
。
饗
膳
の
準
備
は
近
江
守
隆
佐
朝
臣
が
勤
め
た
。
ま
た

内
蔵
寮
が
宇
佐
使
の
た
め
の
机
を
用
意
し
、
主
殿
女
が
そ
れ
を
担
い
で
小
台
盤
に

立
て
た
。
夕
方
に
な
っ
て
公
卿
殿
上
人
た
ち
が
一
種
物
の
席
に
集
ま
る
と
、
蔵
人

が
勧
盃
の
役
を
勤
め
、
何
度
か
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
。
そ
の
の
ち
、
朗
詠
・
雑
芸

等
の
余
興
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
是
又
例
事
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
は



「
殿
上
一
種
物
」
の
準
備
段
階
か
ら
興
宴
・
余
興
に
至
る
ま
で
の
次
第
が
、
以
上

の
よ
う
な
作
法
に
定
着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

で
は
、
①
・
②
の
記
録
と
『
続
古
事
談
』
該
当
説
話Ⅰ

会
場
準
備
の
部
分
を
比

べ
て
み
よ
う
。Ⅰ
で
は
、「
さ
る
べ
き
受
領
」
が
不
在
で
あ
っ
た
た
め
「
く
ら
づ
か

さ
」（
内
蔵
寮
）
が
会
場
の
準
備
を
担
っ
た
と
い
う
。「
さ
る
べ
き
受
領
な
か
り
け

る
に
や
」
と
い
う
筆
致
か
ら
す
る
と
、
本
来
は
受
領
が
奉
仕
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
認
識
が
窺
え
る
。
①
で
は
「
内
蔵
寮
」
が
勤
仕
し
て
い
た
が
、
②
の
よ
う
に
受

領
の
「
近
江
守
」
が
饗
膳
を
準
備
し
、「
内
蔵
寮
」
が
会
場
設
営
を
担
う
と
い
う
先

例
も
確
か
に
存
在
し
た
。
ま
た
注
目
し
た
い
の
は
、
②
で
は
「
近
江
守
」
や
「
内

蔵
寮
」
以
外
に
、「
主
殿
女
」
が
調
具
を
台
盤
に
立
て
る
と
い
う
仕
事
を
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
再
興
時
に
も
、
一
種
物
を
大
盤
に
置
く
役
目
を
勤
め
た
の
は
「
主

殿
司
」
で
あ
っ
た
（Ⅱ

）
八

。「
殿
上
一
種
物
」
を
再
興
す
る
に
あ
た
っ
て
、
会
場

準
備
に
勤
仕
す
る
人
物
が
、
先
例
に
倣
っ
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

つ
ぎ
に
、Ⅱ

一
種
物
披
露
会
の
内
容
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。Ⅱ

に
は
、
参
加

者
た
ち
に
よ
っ
て
蛤
や
雉
、
大
鯉
、
鳥
な
ど
多
種
多
様
の
肴
が
用
意
さ
れ
、
そ
の

場
で
調
理
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
先
例
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
①
や
②
の
「
殿

上
一
種
物
」
に
は
、
一
種
物
を
持
ち
寄
っ
た
と
き
の
こ
と
が
詳
し
く
書
か
れ
な
い

の
で
比
較
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、「
殿
上
一
種
物
」
で
は
な
く
私
的
に
行

わ
れ
た
「
一
種
物
」
の
例
を
手
が
か
り
に
見
て
い
き
た
い
九

。
た
と
え
ば
藤
原
兼
家

邸
で
行
わ
れ
た
「
一
種
物
」
に
つ
い
て
、『
小
右
記
』
永
延
元
年
（
九
八
七
）
二
月

二
十
三
日
条
に
は
「･･･

各
提
二

一
種
物
一

今
日
有
下

可
二

参
入
一

之
契
上

者
。
左
将
軍

『

朝

光

』

銀

鯉
、
其
腹
中
入
二

児
鱠
一

。･･･

左
衛
門
督

『
重
光
』

酒
一
瓶
・
雉
一
枝
、
春
宮
権
大
夫

『
公
季
』

葉
餅
、

葉
銀
。
修
理
大
輔

『
懐
平
』

俎
一
懸
。
各
二
枚
。
摂
政
殿
儲
二

食
物
一

。･･･

」
と
あ
り
一
〇

、

参
加
者
の
公
卿
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
雉
や
餅
な
ど
と
い
っ
た
多
種
の
肴
を
持
ち
寄
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、「
一
種
物
」
の
初
出
記
事
で
あ
る
『
日
本
紀
略
』

康
保
元
年
（
九
六
四
）
十
月
二
十
五
日
条
に
も
「･･･

是
日
、
於
二

左
近
陣
座
一

諸
卿

有
二

一
種
物
一

。
魚
鳥
珍
味
毎
物
一
両
種
。
於
二

中
重
一

調
二-

備
之
一

。
参
議
雅
信
、

重
信
、
儲
二

菓
子
飯
一

。
本
陣
儲
レ

酒
。
自
二

殿
上
蔵
人
所
一

給
二

菓
子
等
一

。･･･

」
と

一
一

、
左
近
陣
座
で
行
わ
れ
た
「
一
種
物
」
に
お
い
て
公
卿
ら
が
魚
や
鳥
な
ど
の
珍

味
を
持
ち
寄
り
、
そ
れ
を
中
重
（
内
裏
を
囲
む
外
側
の
宮
垣
門
）
で
調
理
し
た
と

い
う
記
述
が
あ
る
。
ど
ち
ら
の
例
も
「
殿
上
一
種
物
」
で
は
な
い
も
の
の
、
参
加

者
た
ち
が
多
種
多
様
の
酒
肴
を
持
ち
寄
っ
て
互
い
に
振
る
舞
い
合
う
と
い
う
点
は
、

「
殿
上
一
種
物
」
再
興
説
話Ⅱ

の
内
容
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。 

 
以
上
、「
殿
上
一
種
物
」
再
興
説
話Ⅰ

・Ⅱ

の
内
容
と
、「
一
種
物
」
の
先
例
と

を
比
較
検
討
し
て
き
た
。
会
場
設
営
係
や
一
種
物
を
披
露
す
る
と
き
の
内
容
が
お

お
よ
そ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
保
延
四
年
の
「
殿
上



一
種
物
」
が
先
例
に
従
っ
て
再
興
さ
れ
た
行
事
で
あ
る
と
い
え
る
一
二

。 

 

し
か
し
、Ⅲ

余
興
に
移
る
と
、
前
代
の
「
一
種
物
」
に
は
な
い
所
作
が
繰
り
広

げ
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
服
藤
氏
の
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
一
三

、
十
世
紀
か
ら
十

二
世
紀
前
半
に
行
わ
れ
た
「
一
種
物
」
の
余
興
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
な
お
、

「
殿
上
一
種
物
」
の
先
例
が
少
な
い
た
め
私
邸
で
行
わ
れ
た
「
一
種
物
」
の
例
も

含
め
る
一
四

。 

・
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
三
月
四
日
条
→
和
歌
（『
小
右
記
』） 

・
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
三
月
二
十
日
条
→
蹴
鞠
（『
小
右
記
』） 

・
永
延
元
年
（
九
八
七
）
二
月
二
十
三
日
条
→
管
絃
（『
小
右
記
』『
続
古
事
談
』

巻
二
・
四
十
五
話
） 

・
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
五
月
十
三
日
→
騎
射
・
作
文
（『
小
右
記
』『
御
堂
関

白
記
』『
権
記
』） 

・
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
十
月
四
日
条
→
楽
（『
御
堂
関
白
記
』『
権
記
』） 

・
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
十
月
十
一
日
→
作
文
・
管
絃
（『
小
右
記
』） 

・
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
十
月
二
十
五
日
条
→
朗
詠
・
雑
芸
（『
春
記
』） 

・
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
三
月
二
日
条
→
今
様
・
雑
芸
（
立
舞
）
（『
中
右
記
』

『
殿
暦
』） 

摂
関
期
に
は
管
絃
が
や
や
多
い
印
象
を
受
け
る
が
、「
一
種
物
」
の
余
興
の
内
容
は

必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
時
々
の
企
画
者
・
参
加

者
の
意
向
に
よ
っ
て
余
興
の
内
容
も
変
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

一
方
、
再
興
説
話
に
お
け
る
芸
能
は
今
様
・
朗
詠
・
乱
舞
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

長
治
二
年
に
行
わ
れ
た
「
一
種
物
」
の
芸
能
と
や
や
類
似
し
て
い
る
が
、
重
要
な

の
はⅢ

で
は
こ
れ
ら
芸
能
を
行
う
だ
け
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

あ
と
、
公
卿
ら
は
「
み
な
か
た
ぬ
ぐ
」、
つ
ま
り
「
肩
脱
ぎ
」
と
い
う
無
礼
講
に
及

び
、
さ
ら
に
は
殿
上
の
間
を
出
て
中
宮
の
元
に
参
る
と
い
う
次
第
を
経
て
、
再
び

朗
詠
や
雑
芸
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
作
・
移
動
は
「
一

種
物
」
の
前
例
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
、
再
興
説
話
独
自
の
も
の
で
あ
る
。「
殿
上

一
種
物
」
を
再
興
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
芸
能
が
選
ば
れ
、「
肩
脱
ぎ
」、

そ
し
て
中
宮
御
所
に
参
る
に
ま
で
至
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
そ

の
場
の
勢
い
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
注
目
し
た
い
の
は
、
再
興
説
話
に
見
え
る
こ
の

内
容
が
、
ま
さ
に
当
該
期
に
お
け
る
「
殿
上
淵
酔
」
の
構
成
要
素
と
近
似
す
る
こ

と
で
あ
る
。
す
で
に
、
新
大
系
『
続
古
事
談
』
脚
注
に
は
室
町
時
代
に
成
立
し
た

『
殿
上
讌
酔
部
類
』
な
ど
の
史
料
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
該
当
説
話
と
淵
酔
と
の

共
通
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
当
該
期
に
近
い
史
料
を
分
析
す
る
こ
と

で
、
よ
り
具
体
的
に
殿
上
淵
酔
と
の
関
わ
り
を
検
討
し
て
み
た
い
。 

 

次
章
で
は
、
保
延
四
年
前
後
に
お
け
る
⑴
殿
上
淵
酔
の
構
成
芸
能
と
⑵
殿
上
淵



酔
の
次
第
を
具
体
的
に
見
る
こ
と
で
、『
続
古
事
談
』
の
「
殿
上
一
種
物
」
再
興
説

話
の
背
景
に
「
殿
上
淵
酔
」
の
趣
向
が
存
在
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。 

 
 

 

二
．「
殿
上
一
種
物
」
再
興
説
話
の
余
興
と
「
殿
上
淵
酔
」 

 

「
淵
酔
」
と
は
、
文
字
通
り
「
深
く
酔
う
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
酒
宴
の
こ
と

で
あ
る
一
五

。「
殿
上
淵
酔
」
に
は
、
五
節
に
伴
う
淵
酔
と
正
月
初
旬
に
行
わ
れ
る
淵

酔
、
二
種
類
の
淵
酔
が
あ
る
。
勧
盃
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
間
に
朗
詠
や
今
様
が

歌
わ
れ
た
り
、
乱
拍
子
、
物
云
舞
と
い
っ
た
芸
能
が
盛
ん
に
披
露
さ
れ
る
。
さ
ら

に
公
卿
ら
は
女
院
や
中
宮
・
上
皇
な
ど
の
在
所
へ
参
り
、
酒
に
酔
い
な
が
ら
歌
謡

や
芸
能
を
繰
り
返
す
。
非
常
に
賑
や
か
で
く
だ
け
た
宴
会
で
あ
っ
た
。
服
藤
早
苗

氏
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
十
世
紀
後
期
頃
に
は
の
ち
の
「
殿
上
淵
酔
」
に
連
な
る
よ

う
な
、
五
節
関
連
の
酒
宴
が
殿
上
の
間
で
行
わ
れ
て
お
り
、
十
一
世
紀
中
頃
に
は

朗
詠
な
ど
の
興
遊
を
伴
う
こ
と
が
慣
例
化
し
て
い
た
と
い
う
一
六

。「
殿
上
淵
酔
」
と

い
う
固
有
名
詞
を
得
て
史
料
上
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
〇
八
五
年
頃
で
あ

る
が
、
淵
酔
の
記
事
を
勘
出
し
た
『
殿
上
淵
醉
部
類
記
』
が
「
元
三
殿
上
淵
醉
大

臣
以
下
著
行
例
」
と
し
て
挙
げ
る
最
初
の
例
は
『
野
房
記
』
（
『
春
記
』
）
長
元

四
年
（
一
〇
三
一
）
正
月
二
日
条
で
あ
る
一
七

。
そ
こ
に
は
「
関
白
以
下
被
レ

候
二

殿

上
間
一

。
有
二

歌
詠
一

。
小
選
被
レ

参
二

中
宮
一

。
今
日
公
卿
等

泥
〔
淵
イ
〕

醉
。
狼
藉
殊
甚
。
」

と
あ
る
だ
け
で
、
「
殿
上
淵
酔
」
と
い
う
固
有
名
詞
で
記
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
『
殿
上
淵
醉
部
類
記
』
の
記
手
は
、
長
元
四
年
正

月
に
殿
上
で
行
わ
れ
た
酒
宴
を
「
殿
上
淵
醉
」
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

折
し
も
「
殿
上
一
種
物
」
が
廃
れ
始
め
た
時
期
で
あ
る
。 

さ
て
、
芸
能
尽
く
し
の
宴
会
で
も
あ
る
淵
酔
は
芸
能
史
・
歌
謡
史
研
究
上
注
目

さ
れ
て
き
た
が
、
時
代
の
流
行
に
従
っ
て
披
露
さ
れ
る
芸
能
も
変
遷
し
て
い
っ
た

ら
し
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
沖
本
幸
子
氏
の
考
証
に
詳
し
い
一
八

。
氏
の
分
類
に

よ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

Ⅰ

〔
朗
詠
〕
の
時
代
（
一
〇
三
五
―
一
〇
八
五
年
頃
） 

Ⅱ

〔
朗
詠
＋
散
楽
〕
の
時
代
（
一
〇
八
五
―
一
〇
九
五
年
頃
） 

Ⅲ

〔
朗
詠
＋
散
楽
／
今
様
＋
舞
〕
の
時
代
（
一
〇
九
五
―
一
一
三
〇
年
頃
） 

Ⅳ

〔
朗
詠
＋
今
様
＋
乱
舞
〕
の
時
代
（
一
一
三
〇
年
頃
―
） 

『
続
古
事
談
』
該
当
説
話
は
保
延
四
年
（
一
一
三
八
）
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、「
殿

上
一
種
物
」
再
興
は
沖
本
氏
の
い
うⅣ

の
時
期
に
当
た
る
。
こ
こ
で
は
、「
殿
上
一

種
物
」
再
興
と
「
殿
上
淵
酔
」
を
比
較
す
る
と
い
う
本
稿
の
視
点
に
立
っ
て
、
保

延
四
年
前
後
十
年
を
目
安
に「
殿
上
淵
酔
」に
関
す
る
記
録
を
挙
げ
て
み
た
い
一
九

。



行
わ
れ
た
芸
能
が
わ
か
る
場
合
は
付
記
す
る
。 

・
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
十
一
月
二
十
二
日
（『
中
右
記
』） 

・
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
十
一
月
十
五
日
―
―
朗
詠
・
今
様
・
万
歳
楽
（『
中
右

記
』） 

・
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
十
一
月
十
六
日
二
〇

（『
中
右
記
』） 

・
天
承
元
年
（
一
一
三
一
）
十
一
月
二
十
一
・
二
十
二
日
―
―
朗
詠
・
今
様
・
乱

舞
（『
時
信
公
記
』） 

・
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
正
月
二
日
（『
中
右
記
』） 

・
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
十
一
月
二
十
一
日
―
―
朗
詠
・
今
様
・
乱
舞
（『
中
右

記
』『
兵
範
記
』） 

・
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
十
一
月
二
十
一
日
（『
中
右
記
』『
長
秋
記
』） 

・
保
延
元
年
（
一
一
三
五
）
十
一
月
二
十
一
日
二
一

（『
中
右
記
』） 

・
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
十
一
月
十
四
日
―
―
朗
詠
・
今
様
・
万
歳
楽
（『
台
記
』） 

・
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
十
一
月
二
十
二
日
（『
台
記
』） 

・
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
十
一
月
十
二
日
（『
台
記
』） 

一
見
し
て
、
た
し
か
に
沖
本
氏
の
指
摘
通
り
、〔
朗
詠
・
今
様
・
乱
舞
〕
の
三
セ
ッ

ト
が
こ
の
頃
の
淵
酔
の
芸
能
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
二
二

。
押
さ

え
て
お
き
た
い
の
は
、「
殿
上
一
種
物
」
再
興
時
に
も
こ
の
三
つ
の
芸
能
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

つ
ぎ
に
、
保
延
四
年
前
後
の
「
殿
上
淵
酔
」
は
ど
の
よ
う
な
次
第
を
踏
ん
だ
の

か
、
当
日
の
こ
と
に
つ
い
て
比
較
的
詳
し
い
記
事
を
手
が
か
り
に
見
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。 

ま
ず
、『
中
右
記
』
大
治
五
年
十
一
月
十
五
日
条
で
あ
る
。 

十
五
日
。･･･

一
献
少
将
忠
頼
。
予
朗
詠
。
頭
中
将
又
朗
詠
。
二
献
四
位
新

少
将
経
定
。
少
将
公
能
歌
二

今
様
一

。
蔵
人
盛
定
付
レ

之
。
歓
甚
有
レ

興
。
人
々

感
気
肩
脱
。
舞
二

万
歳
楽
一

。
三
献
権
亮
重
通
勧
盃
。･･･

事
了
雲
客
被
レ

参
二

一
品
宮
御
所
白
河
殿
一

。･･･

淵
酔
遊
興
及
二

秉
燭
一

。･･･
 

酒
を
飲
み
交
わ
し
な
が
ら
、
朗
詠
・
今
様
が
歌
わ
れ
た
。「
歓
甚
有
レ

興
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
非
常
に
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
興
に
乗
っ
て

き
た
と
こ
ろ
で
、
人
々
は
「
肩
脱
」
を
し
「
万
歳
楽
」
を
舞
う
。
三
献
目
が
終
わ

る
と
、
今
度
は
一
品
宮
の
御
所
で
あ
る
白
河
殿
に
参
り
、「
淵
酔
遊
興
」
を
繰
り
返

し
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
と
き
今
様
を
歌
っ
た
人
物
が
、「
殿
上
一
種
物
」

を
再
興
し
た
例
の
藤
原
公
能
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。 

つ
づ
い
て
『
時
信
公
記
』
天
承
元
年
十
一
月
二
十
一
日
条
を
見
て
み
よ
う
。 

廿
一
日
。･･･

殿
上
淵
酔
也
。･･･

次
一
献
。
新
蔵
人
忠
重
勧
盃
。･･･

次
二

献
。
盛
忠
勧
レ

之
。
其
儀
、
次
朗
詠
権
少
将
忠
基
朝
臣
。
次
今
様
〈
権
現
〉



蔵
人
少
将
公
能
。･･･

次
三
献
。
大
土
器
預
盛
定
勧
盃
。･･･

此
間
預
歌
二

今

様
〈
権
現
〉
一

。
次
有
二

紐
事
一

。
先
預
解
レ

之
。
予
進
二

寄
預
右
方
一

令
レ

禊
レ

之
。
次
貫
首
已
下
皆
禊
レ

之
。･･･

次
乱
舞
一
返
了
。
徘
二

徊
渡
殿
一

。
次
経
二

後
涼
殿
馬
道
并
中
宮
北
対
前
一

向
二

五
節
所
一

。
為
レ

先
預
蔵
人
其
次
非
蔵
人
於

二

五
節
所
一

各
鎖
レ

紐
。
参
二

中
宮
御
方
一

。･･･

次
有
二

盃
酌
事
〈
三
献
〉
一

。
二

献
朗
詠
今
様
。
三
献
乱
舞
。
次
各
分
散
。･･･ 

二
献
の
あ
と
、
忠
基
が
朗
詠
を
歌
っ
た
。
次
に
公
能
が
今
様
「
権
現
」
を
歌
っ
た
。

三
献
の
あ
と
、
預
の
盛
定
に
よ
っ
て
再
び
今
様
が
披
露
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
人
々

が
み
な
紐
を
解
い
て
「
禊
之
」
す
な
わ
ち
肩
脱
ぎ
を
す
る
に
至
っ
た
。
肩
脱
ぎ
を

し
た
状
態
で
乱
舞
が
行
わ
れ
る
と
、
次
に
五
節
所
へ
向
か
っ
た
。
そ
こ
で
装
束
を

元
に
戻
し
て
中
宮
の
在
所
へ
参
り
、
盃
酌
を
繰
り
返
し
た
。
中
宮
方
で
も
再
び
朗

詠
・
今
様
・
乱
舞
を
行
っ
た
と
い
う
。 

さ
い
ご
に
、『
台
記
』
保
延
二
年
十
一
月
十
四
日
条
を
見
て
い
こ
う
。「
今
日
殿

上
并
中
宮
齋
院
淵
酔
也
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
日
は
殿
上
・
中
宮
御
所
・
齋
院
方

の
三
箇
所
で
淵
酔
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
記
主
藤
原
頼
長
は
中
宮

御
所
に
お
け
る
淵
酔
に
し
か
参
加
し
て
い
な
い
の
で
、
殿
上
淵
酔
が
終
わ
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
詳
し
い
記
述
が
始
ま
る
。 

十
四
日
。･･･

参
二

中
宮
殿
上
一

。
…
諸
大
夫
居
二

酒
肴
一

。
次
勧
盃
。･･･

次
顕

輔
朝
臣
取
レ

盃
授
レ

予
。
流
巡
如
レ

初
。
次
人
人
朗
詠
、
今
様
。
此
間
、
大
宮

中
納
言
参
会
。
次
万
歳
楽
。
自
二

下
﨟
一

舞
上
。
殿
上
人
少
将
舞
時
、
頭
中
将

忠
基
勧
盃
。･･･

予
頭
中
将
ニ
曰
、
可
レ

解
レ

紐
。
仍
忠
基
解
レ

紐
袒
。
此
時
、

人
々
皆
袒
。･･･

次
第
舞
上
、
予
舞
了
。
人
々
立
レ

座
。･･･

今
夜
前
齋
院
淵

酔
云
云
。･･･ 

場
所
は
中
宮
の
在
所
で
あ
る
。
勧
盃
の
あ
と
、
人
々
が
朗
詠
・
今
様
を
歌
っ
た
。

次
に
万
歳
楽
に
よ
る
乱
舞
が
あ
っ
た
。
勧
盃
が
繰
り
返
さ
れ
る
途
中
で
、
頼
長
が

頭
中
将
忠
基
に
紐
を
解
く
べ
き
旨
を
伝
え
る
と
、
忠
基
が
衣
の
紐
を
外
し
て
「
袒
」

（
肩
脱
ぎ
の
こ
と
）
の
状
態
に
な
り
、
皆
そ
れ
に
従
っ
た
。
肩
脱
ぎ
の
ま
ま
乱
舞

が
続
き
、
中
宮
方
の
淵
酔
が
終
わ
る
と
齋
院
の
在
所
へ
移
動
し
、
再
び
淵
酔
を
繰

り
返
し
た
と
い
う
。 

以
上
、
保
延
四
年
前
後
の
古
記
録
を
手
が
か
り
に
殿
上
淵
酔
に
お
け
る
公
卿
ら

の
動
き
を
見
て
き
た
。
酒
を
酌
み
交
わ
す
間
に
朗
詠
・
今
様
が
歌
わ
れ
、
人
々
が

興
に
乗
っ
て
く
る
と
「
肩
脱
ぎ
」
と
い
う
く
つ
ろ
い
だ
ス
タ
イ
ル
で
乱
舞
を
行
い
、

さ
ら
に
殿
上
の
間
か
ら
中
宮
や
院
の
在
所
へ
参
り
同
様
の
芸
能
を
行
う
、
と
い
う

動
作
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
日
の
こ
の
よ
う
な
流
れ
は
、
有
職
故

実
書
で
も
お
お
よ
そ
一
致
す
る
。
た
と
え
ば
、
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
～
嘉
承

二
年
（
一
一
〇
七
）
頃
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
『
蓬
莱
抄
』
に
は
、
五
節
に
伴



う
殿
上
淵
酔
に
つ
い
て 

両
貫
首
以
下
早
旦
参
二

殿
上
一

。･･･

各
着
二

楚
々
直
衣
一

。
出
褂
如
レ

常
。
此
間

朗
詠
雑
芸
。盃
定
法
管
二-

領
之
一
。
召
二

預
蔵
人
一
。〈
他
蔵
人
等
候
二

小
板
敷
一
。
〉

預
蔵
人
参
進
勧
盃
。
隨
レ

時
有
二

饗
応
一

。
事
了
起
座
。
袒
褐
着
レ

沓
。〈
此
間

有
二

阿
音
一

。〉
通
二

渡
殿
并
朝
餉
一

。
出
二

御
湯
殿
介
一

更
東
折
。
経
二

弘
徽
殿
細

殿
前
一

廻
二

五
節
所
一

。
次
参
二

当
時
后
宮
并
齋
院
等
一

。･･･ 

と
記
さ
れ
て
い
る
二
三

。
こ
の
頃
は
ま
だ
〔
朗
詠
・
今
様
・
乱
舞
〕
の
型
が
定
着
し

て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
勧
盃
の
間
に
朗
詠
・
雑
芸
の
唱
歌
が
あ
り
、
そ

れ
ら
次
第
が
終
わ
る
と
「
袒
褐
」（
肩
脱
ぎ
）
に
及
び
、
さ
ら
に
后
や
齋
院
の
元
へ

参
る
と
い
う
淵
酔
の
故
実
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
時
代
は
下
る
が
、
嘉
暦

二
年
（
一
三
二
七
）
前
後
に
成
立
し
た
『
建
武
年
中
行
事
』
に
も
、 

殿
上
淵
酔
あ
り
。
蔵
人
頭
已
下
、
こ
と
に
た
へ
た
る
を
の
こ
ど
も
、
だ
い
ば

ん
に
つ
く
。
六
位
蔵
人
、
け
ん
ぱ
い

勧

盃

す
。
ら 朗

う
詠
二
首
、
今
様
一
首
、
三
献

の
た
び
、
き
よ
く
ら
う

極

﨟

の
蔵
人
、
け
ん
ぱ
い
す
れ
ば
、
次
こ
と
さ
ら
こ
れ
を

し
ひ
、
し
や
う
ぐ
わ
ん

賞

翫

し
て
ひ
も

紐

を
は
づ
す
。
此
時
、
み
な
か
た
ぬ
ぐ
。
今

様
の
後
、
乱
舞
に
を
よ
ぶ
。
み
な
座
な
が
ら
ま
ふ
。･･･

事
は
て
ゝ
中
宮
に

す
い
さ
ん

推

参

す
。
そ
の
ぎ
お
な
じ
。･･･ 

と
あ
る
の
で
二
四

、
勧
盃
の
間
に
朗
詠
・
今
様
が
歌
わ
れ
、
肩
脱
ぎ
に
及
ん
だ
状
態

で
乱
舞
を
行
い
、
中
宮
の
在
所
へ
向
か
う
（
推
参
す
る
）
と
い
う
次
第
が
殿
上
淵

酔
の
基
本
的
作
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
特
に
「
肩
脱
ぎ
」
の
姿
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
服
藤
氏
が
「
非
公
式
の
日
常
的
な
直
衣
の
肩
脱
ぎ
は
、
官
位
に
も
と
づ
く

官
人
秩
序
を
一
時
的
に
停
止
し
、
無
礼
講
を
演
出
す
る
可
視
的
表
象
と
い
え
よ
う
」

と
指
摘
す
る
よ
う
に
二
五

、
淵
酔
を
構
成
す
る
重
要
な
一
要
素
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
で
は
、
殿
上
淵
酔
の
次
第
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
続
古
事
談
』
該
当
説
話Ⅲ

の
内
容
を
再
確
認
し
て
み
よ
う
。
一
種
物
披
露
の
あ
と
、
一
・
二
献
が
交
わ
さ
れ

る
と
、
今
様
・
朗
詠
が
歌
わ
れ
、
衣
の
紐
を
解
い
て
、
人
々
は
装
束
の
肩
を
脱
い

だ
く
つ
ろ
い
だ
状
態
に
な
る
。
そ
の
上
で
、
朗
詠
が
再
び
歌
わ
れ
、
酒
が
進
む
と

乱
拍
子
「
白
薄
様
」
が
囃
さ
れ
、
人
々
が
乱
舞
を
し
た
。
そ
の
後
、
参
加
者
た
ち

は
中
宮
の
在
所
に
向
か
い
、
朗
詠
や
雑
芸
を
繰
り
返
し
た
。〔
今
様
・
朗
詠
・
乱
舞
〕

と
い
う
芸
能
的
構
成
、「
肩
脱
ぎ
」、
中
宮
へ
の
「
推
参
」
二
六

と
い
う
次
第
に
注
目

す
る
と
、「
殿
上
一
種
物
」
再
興
の
内
容
は
ま
さ
に
保
延
四
年
前
後
に
行
わ
れ
た
殿

上
淵
酔
の
内
容
と
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
二
七

。 

こ
れ
ら
余
興
の
内
容
は
、
摂
関
期
の
「
一
種
物
」
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
作
法

で
あ
っ
た
。
保
延
四
年
の
「
殿
上
一
種
物
」
は
、Ⅰ

・Ⅱ

に
お
い
て
前
代
の
「
一

種
物
」
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、Ⅲ

余
興
に
お
い
て
は
当
時
流
行
し
て
い
た
芸
能
を
採

り
入
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
芸
能
が
盛
ん
に
披
露
さ
れ
る
無
礼
講
と
し
て



の
「
殿
上
淵
酔
」
そ
の
も
の
を
反
映
さ
せ
た
酒
宴
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

以
上
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
ひ
と
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
「
殿
上

一
種
物
」
の
再
興
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
殿
上
淵
酔
の
次
第
に
移
行
し
た
の
は

な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
酒
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
る
自
然
な

流
れ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
注
目
し
た
い
の
は
「
殿
上
一
種
物
」
再
興

の
企
画
者
が
藤
原
公
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
、
藤
原
公
能
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
公
能
は
永
久
三
年
（
一
一

一
五
）
徳
大
寺
実
能
、
権
中
納
言
藤
原
顕
隆
の
女
の
間
に
生
ま
れ
た
。
保
延
三
年

（
一
一
三
七
）、
二
十
三
歳
の
と
き
崇
徳
天
皇
の
蔵
人
頭
、
翌
四
年
に
参
議
と
な
り
、

そ
の
後
、
権
中
納
言
に
昇
進
、
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
に
は
右
大
将
を
兼
任
し
、

翌
年
八
月
権
大
納
言
に
任
官
さ
れ
る
。
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
に
は
右
大
臣
へ

と
累
進
す
る
が
、
翌
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
八
月
十
一
日
、
四
十
七
歳
に
し
て

没
す
る
二
八

。
娘
の
多
子
を
近
衛
天
皇
・
二
条
天
皇
の
皇
后
に
、
忻
子
を
後
白
河
天

皇
の
中
宮
に
す
る
な
ど
、
王
家
と
外
戚
関
係
を
結
び
、
あ
る
い
は
忠
実
や
頼
長
ら

摂
関
家
と
提
携
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
徳
大
寺
家
の
嫡
流
と
し
て
政
治
的
地
位
を
固

め
て
い
っ
た
が
、
一
方
特
筆
す
べ
き
は
音
楽
や
芸
能
面
に
お
け
る
公
能
の
多
才
さ

で
あ
る
。 

当
時
の
主
な
古
記
録
で
あ
る
『
中
右
記
』・『
兵
範
記
』・『
山
槐
記
』
を
対
象
に
、

公
能
に
関
す
る
記
事
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
公
能
は
笛
を
吹
く
機
会
が
非
常
に
多

い
こ
と
に
気
が
つ
く
二
九

。
た
と
え
ば
『
中
右
記
』
天
承
元
年
（
一
一
三
一
）
十
二

月
二
十
二
日
条
に
は
藤
原
宗
忠
邸
で
の
大
臣
大
饗
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ

こ
で
公
能
は
「
堪
二

絲
竹
一

殿
上
人
」
の
中
に
数
え
ら
れ
、
御
遊
に
お
い
て
笛
を
勤

め
て
い
る
。
ま
た
、
賀
茂
臨
時
祭
や
石
清
水
臨
時
祭
に
舞
人
と
し
て
勤
仕
し
た
と

い
う
記
事
も
散
見
す
る
三
〇

。
舞
人
の
役
は
衛
府
の
官
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
豊
富
な
経
験
が
公
能
の
芸
能
的
才
芸
を
磨
い
て
い
っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。 

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
公
能
の
声
の
才
能
で
あ
る
。『
今
鏡
』
第
六
「
ふ
ぢ

な
み
の
下
」
に
「
こ
の
を
と
ゞ
は
、
若
く
よ
り
御
声
も
う
つ
く
し
く
を
は
し
て
、

蔵
人
少
将
な
ど
い
ひ
て
、
五
節
の
淵
酔
の
今
様
な
ど
に
、
権
現
う
た
ひ
給
け
る
。

内
侍
所
の
御
神
楽
に
、
拍
子
と
り
な
ど
し
給
け
る
も
、
細
き
御
声
の
い
と
お
か
し

く
ぞ
侍
け
る
。」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
公
能
は
美
声
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
実
際
、

大
治
五
年
十
一
月
十
五
日
の
淵
酔
に
お
い
て
今
様
唱
歌
の
役
を
勤
め
て
い
た
し

（『
中
右
記
』）、
翌
年
十
一
月
二
十
一
日
に
行
わ
れ
た
殿
上
淵
酔
で
も
今
様
「
権
現
」

を
歌
っ
て
い
た
（『
時
信
公
記
』）
三
一

。
の
ち
に
そ
の
美
声
の
す
ば
ら
し
さ
を
称
賛

さ
れ
、
実
際
に
殿
上
淵
酔
で
今
様
を
歌
う
な
ど
の
経
験
を
し
て
い
た
公
能
が
「
殿

上
一
種
物
」
の
主
催
者
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、Ⅲ

の
余
興
に
は
、
淵



酔
に
お
け
る
豊
か
な
流
行
芸
能
の
世
界
を
柔
軟
に
採
り
入
れ
た
公
能
の
采
配
が
影

響
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
三
二

。 

  

お
わ
り
に 

 

『
続
古
事
談
』
巻
一
・
二
十
二
話
の
「
殿
上
一
種
物
」
再
興
説
話
を
素
材
に
、

そ
の
時
代
的
背
景
を
探
っ
て
き
た
。 

第
一
章
で
は
、
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
の
古
記
録
等
を
手
が
か
り
に
、
再
興
時

の
「
殿
上
一
種
物
」
と
前
代
の
「
一
種
物
」
と
を
比
較
し
た
。
会
場
設
営
か
ら
一

種
物
披
露
に
至
る
ま
で
、
会
場
設
営
係
を
勤
め
る
人
物
や
、
多
種
多
様
の
肴
を
持

ち
寄
る
と
い
う
会
の
内
容
は
お
お
よ
そ
先
例
に
従
っ
て
い
た
が
、
余
興
に
入
る
と
、

前
代
に
は
見
ら
れ
な
い
独
自
の
次
第
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

第
二
章
で
は
、
余
興
に
行
わ
れ
る
芸
能
が
当
時
の
殿
上
淵
酔
に
お
け
る
芸
能
と
同

様
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
肩
脱
ぎ
」
や
「
推
参
」
と
い
う
次
第
も
殿
上
淵
酔

と
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
以
上
に
よ
り
、「
殿
上
一
種
物
」
再
興
に
は
当
時

の
「
殿
上
淵
酔
」
の
趣
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
に

は
企
画
者
た
る
藤
原
公
能
の
経
験
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。 

本
稿
で
は
、Ⅲ

余
興
に
お
け
る
芸
能
の
具
体
的
な
内
容
を
検
討
す
る
に
は
及
ば

な
か
っ
た
が
、
た
と
え
ば
今
様
「
た
け
の
葉
に
を
く
露
の
色
」
や
乱
拍
子
「
白
う

す
や
う
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
資
賢
の
「
た
け
の
葉
に
を
く

露
の
色
」
は
従
来
未
詳
と
さ
れ
て
き
た
が
、
辻
浩
和
氏
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
そ
の

類
歌
が
三
条
西
家
旧
蔵
『
禅
中
記
抄
』
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）
十
一
月
十
九
日

条
に
見
え
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
三
三

。
本
条
に
よ
れ
ば
、
殿
上
に
お
け
る
淵

酔
で
朗
詠
・
今
様
・
乱
舞
、
そ
し
て
肩
脱
な
ど
の
作
法
が
終
わ
る
と
「
次

参

院

（
後
白
河
法
皇
）

。･･･

先
朗
詠
〈
定
能
出
レ

之
歟
。
隆
房
歟
〉。
次
今
様
〈
雅
賢
、
霊
山
御

山
。
又
有
二

竹
葉
露
色
一

歟
〉。
次
万
歳
楽
。
次
献
レ

櫛
。言
物
舞
季
信

（
藤
原
）

。有
二

賞
翫
一

。･･･

」

と
、
後
白
河
院
御
所
の
淵
酔
に
お
い
て
今
様
「
竹
葉
露
色
」
が
歌
わ
れ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
ま
た
、
資
賢
が
囃
し
た
「
白
う
す
や
う
」
は
『
五
節
間
郢
曲
事
』
に

「
白
う
す
や
う
。
こ
せ
ん
し
の
紙
。
ま
き
あ
げ
の
筆
。
と
も
ゑ
か
い
た
る
筆
の
ぢ

く
。
や
れ
こ
と
う
と
う
」
と
載
る
、
十
二
世
紀
後
半
以
降
の
淵
酔
に
お
け
る
定
番

乱
舞
で
あ
る
三
四

。 

後
の
時
代
の
淵
酔
で
歌
わ
れ
た
今
様
や
乱
拍
子
が
「
殿
上
一
種
物
」
再
興
説
話

に
見
え
る
こ
と
は
、
両
者
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は

今
後
の
課
題
と
し
て
筆
を
擱
く
こ
と
と
す
る
。 

〔
付
記
〕
本
稿
は
「
第
七
回
高
麗
大
学
校
・
明
治
大
学 

国
際
学
術
会
議
〝
東
ア



ジ
ア
文
学
と
歴
史
の
新
た
な
照
明
〟
」
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
に
、
そ
の
後
見

出
し
た
新
た
な
資
料
も
加
え
、
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
に
際
し
て
貴

重
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
平

成
二
十
八
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
・
課
題
番
号

16J03170

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 

                                          

          

 

一

『
続
古
事
談
』
の
引
用
は
、
川
端
善
明
・
荒
木
浩
校
注  

新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
続
古
事
談
』（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
以
下
、
新
大
系
『
続
古
事
談
』
と
略
称

す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
便
宜
的
に
内
容
に
即
し
て
三
段
落Ⅰ

～Ⅲ

に
分
け

た
。 

二

「
殿
上
一
種
物
」
が
い
つ
再
興
さ
れ
た
の
か
『
続
古
事
談
』
に
は
書
か
れ
な
い
。

た
だ
し
、
新
大
系
『
続
古
事
談
』
の
脚
注
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
藤
原
公
能
が

蔵
人
頭
を
勤
め
て
い
た
時
期
は
保
延
三
年
十
月
六
日
か
ら
保
延
四
年
十
一
月
八

日
ま
で
で
あ
る
の
で
、「
神
無
月
の
つ
ご
も
り
比
」
は
保
延
三
年
も
し
く
は
保
延

四
年
に
限
定
さ
れ
る
。
加
え
て
、『
百
錬
抄
』
保
延
四
年
十
月
二
十
九
日
条
に
「
殿

上
一
種
物
十
物
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
保
延
四
年
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
お

く
。
な
お
『
百
錬
抄
』
の
引
用
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
百
錬
抄
』（
吉
川
弘

文
館
）
に
拠
る
。 

三

『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
）「
一
種
物
」
項
（
飯
沼
清
子
氏
執
筆
）。 

四

服
藤
早
苗
「
宴
と
彰
子
―
―
一
種
物
と
地
下
炉
」（
大
隅
和
雄
編
『
文
化
史
の
構

想
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）。 

五

『
左
経
記
』
の
引
用
は
、
増
補
史
料
大
成
『
左
経
記
』（
臨
川
書
店
）
に
拠
る
。 

六

服
藤
氏
前
掲
註
（
四
）
論
文
お
よ
び
新
大
系
『
続
古
事
談
』
脚
注
。 

                                        

                                        

                    

 

七

『
春
記
』
の
引
用
は
、
増
補
史
料
大
成
『
春
記
』（
臨
川
書
店
）
に
拠
る
。 

八 

②
『
春
記
』
長
久
元
年
十
月
二
十
五
日
条
で
は
「
主
殿
女
」、『
続
古
事
談
』
で

は
「
主
殿
司
」
と
、
表
記
に
ち
が
い
が
見
ら
れ
る
が
、
菅
野
扶
美
氏
「
半
物
・
雑

仕
・
主
殿
司
・
厨
女
―
―
今
様
周
縁
の
女
の
層
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
日
本
文
学
』

五
十
六
、
二
〇
〇
七
年
七
月
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
続
古
事
談
』Ⅲ

に
登
場

す
る
「
主
殿
司
あ
こ
丸
」
は
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
十
に
「
鏡
の
山
の
あ
こ
丸
、

主
殿
司
に
て
あ
り
し
か
ば
、
つ
ね
に
呼
び
て
聞
き
」
と
見
え
る
、
親
王
時
代
の
後

白
河
院
が
今
様
を
習
っ
た
傀
儡
女
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
続
古
事
談
』
の
「
主

殿
司
」
は
、
②
『
春
記
』
に
出
て
く
る
「
主
殿
女
」
と
同
様
に
、
主
殿
寮
に
属
す

る
女
官
．
．
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
の
引
用
は
、

馬
場
光
子
全
訳
注 

講
談
社
学
術
文
庫
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』（
講
談
社
）
に
拠
る
。 

九「
一
種
物
」に
お
け
る
参
加
者
た
ち
の
持
参
物
に
つ
い
て
は
、服
藤
氏
前
掲
註（
四
）

論
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。 

一
〇

『
小
右
記
』
の
引
用
は
、
大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。 

一
一

『
日
本
紀
略
』
の
引
用
は
、
黒
板
勝
美
編 

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
紀
略
』

（
吉
川
弘
文
館
）
に
拠
る
。 

一
二

「
殿
上
一
種
物
」
の
再
興
に
先
例
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
一
言
付

し
て
お
く
。『
今
鏡
』
巻
六
「
ふ
ぢ
な
み
の
下
」
に
は
「
殿
上
一
種
物
」
を
再
興

し
た
藤
原
公
能
に
つ
い
て
「
蔵
人
の
頭
に
を
は
せ
し
時
も
、
殿
上
の
一
寸
も
の
し
、

日
記
の
唐
櫃
に
、
日
ご
と
に
日
記
書
き
入
れ
な
ど
せ
さ
せ
て
、
古
き
事
を
興
さ
む

と
し
給
と
ぞ
聞
へ
給
し
。」
と
あ
り
、
本
説
話
と
関
連
し
た
記
載
を
見
せ
る
。
重

要
な
の
は
、
公
能
が
日
記
を
書
き
入
れ
る
な
ど
さ
せ
て
、
行
事
の
復
興
に
努
め
よ

う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
古
き
事
を
興
さ
む
」、
つ
ま
り
古
事
を
再
興
し
よ
う
と

す
る
行
為
は
、
先
例
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
以

て
、「
殿
上
一
種
物
」
の
再
興
に
先
例
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
公
能
の
姿
勢
が
あ
っ
た
か
ら
、
前
代
に
準
え

て
「
殿
上
一
種
物
」
を
再
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な

お
『
今
鏡
』
の
引
用
は
、
榊
原
邦
彦
・
藤
掛
和
美
・
塚
原
清
編
『
今
鏡 

本
文
及



                                        

                                        

                    

 
び
総
索
引
』（
笠
間
書
院
）
に
拠
る
。 

一
三

服
藤
氏
前
掲
註
（
四
）
論
文
。 

一
四

『
御
堂
関
白
記
』
は
大
日
本
古
記
録
『
御
堂
関
白
記
』（
岩
波
書
店
）、『
権
記
』

は
増
補
史
料
大
成
『
権
記
』（
臨
川
書
店
）、『
中
右
記
』
は
増
補
史
料
大
成
『
中

右
記
』（
臨
川
書
店
）、『
殿
暦
』
は
大
日
本
古
記
録
『
殿
暦
』（
岩
波
書
店
）
を
使

用
し
た
。 

一
五

「
淵
酔
」
に
つ
い
て
は
、
沖
本
幸
子
「
散
楽
と
今
様
」（『
今
様
の
時
代
―
―
変

容
す
る
宮
廷
芸
能
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
二
月
。
初
出
は
二
〇
〇
〇

年
）、
阿
部
泰
郎
「
推
参
考
」（『
聖
者
の
推
参
―
―
中
世
の
声
と
ヲ
コ
な
る
も
の
』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
十
一
月
。
初
出
は
一
九
九
〇
年
）、
荻
美
津

夫
「
殿
上
淵
酔
考
」（
大
隅
和
雄
編
『
文
化
史
の
構
想
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

三
年
三
月
）、
矢
部
健
太
郎
「
殿
上
淵
酔
の
成
立
と
展
開
」（
二
木
謙
一
編
『
戦
国

織
豊
期
の
社
会
と
儀
礼
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
四
月
）、
服
藤
早
苗
「
新

嘗
祭
と
五
節
舞
姫
」（『
平
安
王
朝
の
五
節
舞
姫
・
童
女
―
―
天
皇
と
大
嘗
祭
・
新

嘗
祭
』
塙
書
房
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
な
ど
の
研
究
を
参
照
し
た
。 

一
六

服
藤
氏
前
掲
註
（
一
五
）
論
文
第
三
節
「
淵
酔
」。 

一
七

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
三
条
西
本
『
殿
上
淵
醉
部
類
記
』
の
引
用
は
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
所
蔵
の
写
真
帳
（
請
求
番
号
：6157-154

）
に
拠
り
、『
続
群
書
類
従
』

第
一
〇
輯
下
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
所
収
の
『
殿
上
淵
酔
部
類
』
と
校
合
し
た
。 

一
八

沖
本
氏
前
掲
註
（
一
五
）
論
文
。 

一
九

荻
氏
前
掲
註
（
一
五
）
論
文
に
付
さ
れ
て
い
る
「
表
１
」（「
淵
酔
」
と
い
う
固

有
名
詞
の
初
出
記
事
か
ら
十
二
世
紀
末
ま
で
の
淵
酔
関
連
記
事
を
ま
と
め
た
表
）

を
参
照
の
上
、
補
訂
し
た
。
な
お
、『
時
信
公
記
』
は
『
歴
代
残
闕
日
記
・
四
』

（
臨
川
書
店
）、『
兵
範
記
』
は
増
補
史
料
大
成
『
兵
範
記
』（
臨
川
書
店
）、『
長

秋
記
』
は
増
補
史
料
大
成
『
長
秋
記
』（
臨
川
書
店
）、『
台
記
』
は
増
補
史
料
大

成
『
台
記
』（
臨
川
書
店
）
を
使
用
し
た
。 

二
〇

『
中
右
記
』
同
日
条
に
殿
上
淵
酔
が
あ
っ
た
と
の
明
確
な
記
述
は
な
い
が
、「
殿

上
三
献
。
後
参
二

中
宮
御
方
一

」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
前
日
と
翌
日
に
五
節
の

                                        

                                        

                    

 

一
連
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
一
応
「
殿
上
淵
酔
」
の
関
連
記
事
と
し
て

挙
げ
て
お
く
。 

二
一

前
掲
註
（
二
〇
）
同
様
、
殿
上
淵
酔
が
あ
っ
た
と
の
明
確
な
記
述
は
な
い
が
、

「
殿
上
人
参
二

中
宮
御
方
一

。･･･

及
二

五
献
一

云
々
。」
と
あ
り
、
前
日
と
翌
日
に

五
節
の
一
連
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
殿
上
淵
酔
」
の
関
連
記
事
と
し

て
挙
げ
て
お
く
。 

二
二

な
お
、
沖
本
氏
前
掲
註
（
一
五
）
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
万
歳
楽
」
と
は

「
乱
舞
」
の
一
種
で
あ
る
。「
万
歳
楽
」
に
つ
い
て
は
、
同
氏
「
白
拍
子
・
乱
拍

子
の
登
場
―
―
五
節
の
乱
舞
を
中
心
に
」（
『
今
様
の
時
代
―
―
変
容
す
る
宮
廷

芸
能
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
二
月
。
初
出
は
二
〇
〇
三
年
）
に
も
詳

し
い
。 

二
三

『
蓬
莱
抄
』
の
引
用
は
、『
群
書
類
従
』
第
七
輯
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
に
拠

る
。 

二
四

『
建
武
年
中
行
事
』
の
引
用
は
、
所
功
編 

古
代
史
料
叢
書
五
『
京
都
御
所
東
山

御
文
庫
本 

建
武
年
中
行
事
』（
国
書
刊
行
会
）
に
拠
る
。 

二
五

服
藤
氏
前
掲
註
（
一
五
）
論
文
第
三
節
「
淵
酔
」。 

二
六

保
延
年
間
当
時
は
ま
だ
「
推
参
」
と
い
う
語
は
定
着
し
て
い
な
い
が
、
の
ち
に
、

院
宮
御
所
に
参
り
淵
酔
す
る
こ
と
を
「
推
参
」
と
い
う
固
有
名
詞
で
表
現
す
る
よ

う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
便
宜
的
に
「
推
参
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
。

な
お
、「
推
参
」
に
つ
い
て
は
阿
部
氏
前
掲
註
（
一
五
）
論
文
に
詳
し
い
。 

二
七

た
だ
し
、
殿
上
に
お
け
る
〔
朗
詠
・
今
様
・
乱
舞
〕
や
「
肩
脱
ぎ
」、
院
宮
へ
の

「
推
参
」
と
い
っ
た
要
素
を
含
む
行
事
は
淵
酔
以
外
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
懸
念
が
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
た
と
え
ば
「
肩
脱
ぎ
」
は
淵
酔
に
限
ら
ず
、

臨
時
客
と
い
う
饗
宴
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。（『
中
右
記
』
永
長
元
年
（
一
〇

九
六
）
正
月
三
日
条
に
見
え
る
藤
原
師
通
邸
の
臨
時
客
や
、『
殿
暦
』
天
永
二
年

（
一
一
一
一
）
正
月
二
日
条
に
見
え
る
藤
原
忠
実
邸
で
の
臨
時
客
な
ど
。）
し
か

し
、
そ
れ
ら
饗
宴
で
の
余
興
は
、
催
馬
楽
や
朗
詠
と
い
っ
た
古
典
歌
謡
唱
歌
や
管

絃
の
御
遊
に
留
ま
っ
て
お
り
、
新
興
歌
謡
で
あ
る
今
様
が
歌
わ
れ
た
り
乱
舞
と
い



                                        

                                        

                    

 
う
身
体
的
芸
能
に
発
展
す
る
例
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
摂
関
家

に
お
け
る
饗
宴
の
の
ち
、
殿
上
人
た
ち
が
院
宮
へ
推
参
し
芸
能
を
繰
り
返
す
と
い

う
次
第
も
見
い
だ
せ
な
い
。「
殿
上
一
種
物
」
再
興
の
舞
台
が
「
殿
上
の
間
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
余
興
内
容
に
最
も
隣
接
す
る
の
は
「
殿
上
淵

酔
」
で
あ
る
と
考
え
る
。 

二
八

公
能
の
事
績
に
つ
い
て
は
、新
訂
増
補
国
史
大
系『
公
卿
補
任
』（
吉
川
弘
文
館
）

お
よ
び
佐
伯
智
広
「
徳
大
寺
家
の
荘
園
集
積
」（『
史
林
』
巻
八
十
六
巻
第
一
号
、

二
〇
〇
三
年
一
月
）
を
参
照
し
た
。 

二
九

『
中
右
記
』
天
承
元
年
（
一
一
三
一
）
十
二
月
二
十
二
日
条
、『
中
右
記
』
長
承

三
年
（
一
一
三
四
）
二
月
十
日
条
、『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
二
月

二
十
五
日
条
、『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
八
月
二
十
九
日
条
、『
兵
範
記
』
久
寿
二
年

（
一
一
五
五
）
正
月
二
十
一
日
条
、『
兵
範
記
』・『
山
槐
記
』
久
寿
二
年
十
一
月

二
十
五
日
条
。
ま
た
、『
御
遊
抄
』
に
よ
れ
ば
、
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
正
月

二
日
の
朝
覲
行
幸
、
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
八
月
二
十
一
日
の
大
臣
大
饗
、
久

安
六
年
十
二
月
一
日
の
重
仁
親
王
元
服
に
際
す
る
御
遊
に
お
い
て
も
笛
を
勤
め

て
い
る
。 

三
〇

『
中
右
記
』
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
三
月
十
六
日
条
（
石
清
水
臨
時
祭
）、『
中

右
記
』
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
三
月
十
六
日
条
（
石
清
水
臨
時
祭
）、『
中
右
記
』

大
治
五
年
十
一
月
二
十
二
日
条
（
賀
茂
臨
時
祭
）、『
中
右
記
』
長
承
元
年
（
一
一

三
二
）
三
月
十
五
日
条
（
石
清
水
臨
時
祭
）、『
中
右
記
』
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）

五
月
十
日
条
（
石
清
水
行
幸
）、『
山
槐
記
』
久
寿
三
年
（
一
一
五
六
）
三
月
十
一

日
条
（
石
清
水
行
幸
）。 

三
一

沖
本
幸
子
「
白
河
院
と
今
様
」（
『
今
様
の
時
代
―
―
変
容
す
る
宮
廷
芸
能
』
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
二
月
。
初
出
は
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
公
能
が
今
様

の
名
手
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
沖
本
氏
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、
今
挙
げ
た
『
中

右
記
』
・
『
時
信
公
記
』
に
お
け
る
例
と
、
『
台
記
』
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）

十
一
月
三
十
日
条
に
お
け
る
今
様
唱
歌
の
例
（
鳥
羽
院
で
の
舎
利
講
に
際
す
る
御

遊
）
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
沖
本
氏
の
指
摘
に
補
足
す
る
と
、
保
延
四
年
以

                                        

                                        

                    

 

後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
十
二
月
二
十
日
、
東
三
条
殿

に
お
け
る
着
袴
の
儀
で
「
朗
詠
今
様
等
事
」
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
は
公
能
も
同
座

し
た
と
い
う
（
『
兵
範
記
』
同
日
条
）
。 

三
二

公
能
が
淵
酔
に
参
加
し
た
記
録
は
、
上
記
二
例
以
外
に
『
山
槐
記
』
仁
平
二
年

（
一
一
五
二
）
十
一
月
十
二
日
条
が
あ
る
。
殿
上
淵
酔
の
の
ち
の
「
姫
宮
淵
酔
」

に
「
別
当
」
と
し
て
勤
仕
し
た
と
い
う
。
当
該
条
に
詳
し
い
こ
と
は
書
か
れ
な
い

が
、「
次
第
如
レ

常
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
今
様
や
朗
詠
な
ど
の
芸
能
が

繰
り
返
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

三
三

辻
浩
和
「（
小
論
）
古
記
録
に
見
る
芸
能
三
題
」（『
明
月
記
研
究
』
十
四
号
、
二

〇
一
六
年
一
月
）。
な
お
、『
禅
中
記
抄
』
の
引
用
は
、
中
町
美
香
子
「
三
条
西
家

旧
蔵
『
禅
中
記
抄
』」（
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究 

第
四
輯
』
思
文
閣

出
版
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
に
拠
る
。『
禅
中
記
抄
』
は
藤
原
長
方
（
一
一
三
九

～
一
一
九
一
）
に
よ
る
日
記
の
抄
出
本
で
、
近
年
中
町
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
・
解
題

が
行
わ
れ
た
ば
か
り
の
注
目
さ
れ
る
書
で
あ
る
。 

三
四
『
五
節
間
郢
曲
事
』
の
引
用
は
、『
群
書
類
従
』
第
七
輯
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）

に
拠
る
。
な
お
「
白
薄
様
」
に
つ
い
て
は
、
沖
本
氏
前
掲
註
（
二
二
）「
白
拍
子
・

乱
拍
子
の
登
場
―
―
五
節
の
乱
舞
を
中
心
に
」
に
概
観
さ
れ
て
い
る
。 


